
入札に係る注意事項 

 

 

１．（１）入札書は持参することとし、当日所定の時刻までに参集すること。 

入札書のサイズは、Ａ４版であること。 

  （２）工事案件入札の場合、金額に関わらず工事内訳書を提出すること。また、これと 

は別に令和８年２月４日付通知（ホームページにて公表）のとおり、労務費に関 

する内訳書を提出すること。なお様式は問わないが、（１）材料費（直接工事費 

のうち）、（２）労務費（直接工事費のうち）、（３）法定福利費（現場管理費のう 

ち）の事業主負担額（建築工事の場合は、（３）法定福利費（工事原価のうち） 

の事業主負担額）、（４）建退共契約に係る掛金（現場管理費のうち）、（５）安全 

衛生経費（工事原価のうち）の各項目を全て税抜きで記載したものを提出するこ 

と。（建退共の対象労働者が居ない場合は金額欄に「－」と記載すること） 

（３）落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。 

（４）入札書は、町ホームページ（入札に係る注意事項 入札関連様式）からダウンロ 

ードすること。 

 

２．入札の方法並びに入札の無効条件、その他の入札、工事の施工についての必要な事項

は、下記のとおりとする。 

（１）入札書の宛名は明和町長宛とし、１件ごとに作成して封書のうえ、入札者の氏名

又は法人名及び工事名等を表記して、入札者自ら投函する。 

（２）入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（３）入札執行回数は、原則として２回とする。ただし、やむを得ない場合は、３回ま

でを限度とする。 

（４）開札は、入札の場所において入札の終了後、直ちに行う。 

（５）落札となるべき同値の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札

者を決める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき

は、これに代えて、入札事務に関係のない職員に引かせる。 

 

３．次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

（２）入札者が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。 

（３）入札者が他人の入札を代理したとき。 



（４）入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

（５）入札保証金の額が明和町会計規則第９５条第１項に規定する額に満たないとき。 

（６）入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。 

（７）入札者が提示した入札書の書換え、引換え又は撤回をしたとき。 

（８）入札書の金額、氏名、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札 

又は金額を訂正した入札をしたとき。 

（９）その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

 

４．次の各号の一に該当するときは、その者は失格とする。 

（１）入札金額が、最低制限価格を下回る入札をした者は、失格として当該入札の再度 

入札には参加できない。 

  （２）工事入札案件において、工事内訳書及び労務費に関する内訳書の提出がなかった 

     者は、失格として入札に参加できない。 

（３）その他適正な入札の執行を妨げた者は、失格として入札に参加できない。 

 

５．入札を辞退する場合は次により取り扱うものとする。 

（１）参加資格確認通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を

辞退することができる。なお、入札の辞退は、原則として事前に入札辞退届によ

り行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により辞退を届け、後

日、必ず入札辞退届を提出すること。 

（２）入札を辞退した者は、このことを理由として以後の指名に不利益な取り扱いを受

けるものではない。 

 

６．建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、建設業法第２６条の規定に

基づく技術者を配置しなければならない。 

 

７．発注者は、必要があると認めるときは、提出した工事内訳書及び労務費に関する内訳

書について、説明を求めることができる。なお、提出した工事内訳書及び労務費に関

する内訳書の不明な点を説明しない者は失格とすることができる。 

 

８．前金払については、契約金額が５００万円以上の場合は契約金額の４０％の額を「明

和町建設工事前金払要綱」の条件により前金払として請求することができ、２０％の

額を中間前金払として請求することができる。 

  【請求方法】・保証機関、金融機関等による保証：保証書等の提出が必要 

・前金払の請求：前金払請求書が必要 

・中間前金払の請求：中間前金払請求書等が必要 

（明和町会計規則 第６６条 第１項の１０） 


